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表紙

・事業報告
「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正
を確保するための体制の運用状況の概要」、「会社の
財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針」

・連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」

・計算書類
「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

・監査報告
「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」、
「会計監査人の監査報告書」、「監査役会の監査報告
書」

上記事項につきましては、法令および当社定款第14条第２項
の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して
交付する書面には記載しておりません。

第85回定時株主総会招集ご通知
（電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

⑴　業務の適正を確保するための体制
　「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制」として取締役会で決議した事項は下記のとおりであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに使用人の職
務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、コンプライアンスの徹底をはかるため部長会等で事例報告を行い、これらを各部で
共有化し自部門の職務執行において法令、定款の適合性を点検する体制をとります。全社的に
は経営会議が中心となり、コンプライアンスに係る政策の立案、行動指針の決定を行い、コン
プライアンス・リスク管理委員会が、各部門のコンプライアンスの推進、統括を行います。ま
た、取締役の職務執行の相互監視、監査役による取締役職務執行の監査、内部監査室による法
令及び定款への適合性の確認並びに定期的な教育研修等の実施を通じて、取締役及び使用人の
職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制の整備に努めます。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係わる情報につい
て、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理します。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、リスク管理のため平時より業務に関し損失が発生する可能性のある事項を洗い出
し、リスク発生を未然に防ぐよう各部門で対応します。全社的には経営会議が中心になりリス
ク管理に係わる政策の立案、行動指針の決定を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会が
各部門のリスク管理の推進、統括を行います。なお、不測の事態が発生した場合には、リスク
情報を経営会議に集約するとともに、必要に応じ顧問弁護士等を含めた対策チームを編成し、
迅速な対応策の決定、実行により損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制の整備に努
めます。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、効率的かつ健全な経営を可能にし、意思決定の迅速化がはかれる経営管理体制の充
実と経営の透明性確保のため経営のチェック機能の充実に努めます。毎月開催する取締役会で
は重要な意思決定や取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、取締役会の機能をより強化し
経営効率を向上させるため、経営会議を定時、臨時を含め２ヶ月に１回程度開催し、経営全般
に関する重要事項や絞り込んだテーマについて専門的、多面的な事前検討を行い内容を取締役
会に付議するなど取締役の職務執行が効率的に行われることを確保できる体制の整備に努めま
す。
⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制
イ．　当社は、子会社の業務執行の重要な事項については、当社の決裁事項または当社への報
告事項とし、子会社からは月次決算書類や経営内容を的確に把握するための資料の提出を
受け、子会社全体の経営状況を把握することにより、業務の適正の確保に努めます。

ロ．　当社は、リスク管理規程を子会社との共通規程として定め、企業集団における各種リス
クを統合的に管理する体制の整備に努めます。

ハ．　当社及びその子会社は、子会社における経営に重要な事項について、子会社と事前に協
議するなど緊密な連携を保ち、効率的な業務運営を図ります。

ニ．　当社の内部監査室は、子会社における内部監査を実施または統括し、子会社の業務全般
にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証し、その結果を代表取締役に報告します。
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業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指
示の実効性の確保に関する事項
　監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、監査役の職務が円滑に執行できるよ
う日常的に内部監査室等関連部門が協力体制を敷きます。なお、監査役より要請がある場合
は、取締役及び他の役職者の指揮命令を受けずに監査業務に必要な事項を命令できる使用人を
配置するものとします。また、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分に関しては、監
査役会の同意を得るものとします。
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並
びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役または監査役会に内部監査及びリスク管理の
状況、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、重大な法令違反または定款違反並びに内部
通報（ヘルプライン）の状況を適時報告するものとします。
　監査役は、必要に応じ当社及び子会社の取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求める
とともに、稟議書の閲覧、取締役会他重要な会議への出席などを通じて業務執行状況の把握を
行い、監査の実効性を確保します。また、監査役は、代表取締役社長との意思疎通をはかるた
め、監査上の重要事項について意見交換を実施します。
　なお、コンプライアンス管理規程において、当社は業務に関して行われる法令違反が発生し
たことを通報した者に対して不利な取り扱いを行わない旨明記します。
⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査役がその職務執行について支出した費用は必要でないと認められる場合を除
き、その費用を負担します。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下
の具体的な取り組みを行っております。
①　当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を毎月１回の定時開催に加え、必要に応じて
臨時開催し、重要な意思決定や取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
　なお、当事業年度につきましては、取締役会を14回開催しております。
②　当社は、「監査役会規程」に基づき、監査役会を毎月１回開催し、経験や見識に基づいた客
観的な立場から、経営執行の監視と課題の提起等を行っております。また、監査役は、取締役
会や重要な会議への出席、稟議書等の閲覧等の方法により監査を実施しており、内部監査室や
会計監査人より、随時監査状況についてヒヤリングを行うとともに、必要の都度相互の意見交
換を行うなどの連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
　なお、当事業年度につきましては、監査役会を13回開催しております。
③　当社は、「内部監査規程」に基づき、内部監査室が各部門毎の業務執行状況をチェックし、
改善を要する業務に関しては業務改善要求を出し、改善状況をフォローアップしております。
④　当社は、「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会が各部門に対
し、現場での具体的リスクに対する施策策定の指示及び施策内容の点検・見直しの指示を行う
ほか、全社のリスク管理状況の確認を行うとともに、四半期に１回以上委員会を開催し、内部
統制の有効性の判定のため、情報開示委員会へ年２回状況を報告しております。
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会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

⑶　会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
① 会社の支配に関する基本方針の概要
　当社は、当社の企業理念及び経営方針を背景に、研究開発への重点的な注力や中期的な経営
基本戦略に基づく経営の推進等により、中長期的視点から当社の企業価値及び株主共同の利益
の向上を目指し、これによって株主の皆様に長期的かつ継続的に当社の経営方針に賛同し、当
社への投資を継続していただくために邁進いたします。
　当社は上場会社である以上、当社取締役会が当社株主の皆様及び投資家の皆様による当社株
式の売買を妨げることはなく、一定以上の当社株式を買い付けようとする者が出現した場合、
当該買付者が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切であるか否かの判断に
つきましては、最終的には当社株主の皆様の意思に委ねられるべきであると考えております。
　しかしながら、当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げるような当
社株式の買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切で
あると考えており、このような当社株式の買付行為に対しては、株主の皆様の事前の承認や株
主の皆様の意思決定に基づき、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための相当
な措置を講じるべきであると考え、これを当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在
り方に関する基本方針といたします。
② 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
　当社は、上記基本方針の実現に資する特別な取組みとして、当社の企業理念及び経営方針の
下、新製品開発、新技術開発のための積極的な研究開発をはじめとする中期的な経営基本戦略
の実行及びCSR活動を通じたコーポレート・ガバナンスの構築・強化等の施策により、当社の
企業価値及び株主共同の利益の向上に努めております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組みの概要
　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組みの一つとして継続した、2023年５月15日公表の「当社株式の大規模
買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」（以下「本対応方針」といいま
す）は、大規模買付者が行う、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的
とする当社株式の買付行為等の大規模買付行為（予め当社取締役会が同意したものを除きま
す）に対する対応について定めております。
　本対応方針においては、大規模買付者が本対応方針に定められたルールを遵守しない場合に
は、当社取締役会は当該ルールの違反のみをもって一定の対抗措置を発動することができるこ
ととしております。また、ルールを遵守した場合には、原則として、当社取締役会は対抗措置
を発動しないものの、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上
に著しく反すると認められる場合には、独立委員会に諮問の上その勧告を経て、又は、株主総
会における株主の意思確認を経て、当社取締役会は一定の対抗措置を発動することができると
いうものですが、詳細な内容につきましては、2023年５月15日付の当社プレスリリースをご
参照ください。（当社ホームページ：https://www.unicon.co.jp/）
④ 上記の取組みに関する当社取締役会の判断及びその理由
　当社の中期的な経営基本戦略やコーポレート・ガバナンスの強化への取組みは、中長期的視
点から当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指すための具体的方策として行われてい
るものであり、まさに上記基本方針に沿うものと考えております。また、本対応方針は、ア　
企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものであること、イ　株
主総会の承認を得て継続されるなど株主の皆様の意思に依拠したものであること、ウ　独立委
員会の設置等、当社取締役会の恣意的判断が排除される仕組みを採用していること等から、当
社の企業価値・株主共同利益に合致するものであり、かつ、当社の役員の地位の維持を目的と
するものではないと考えております。
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連結株主資本等変動計算書

(自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 1,980,874 2,293,384 17,150,319 △683,585 20,740,992

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △478,621 △478,621

親 会 社株 主 に帰 属 する
当 期 純 利 益 1,684,857 1,684,857

自 己 株 式 の 取 得 △688,398 △688,398

自 己 株 式 の 処 分 1,182 9,217 10,400

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 ― 1,182 1,206,235 △679,180 528,237

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,980,874 2,294,566 18,356,554 △1,362,765 21,269,230

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 756,475 △2,607 753,868 21,494,860

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △478,621

親 会 社株 主 に帰 属 する
当 期 純 利 益 1,684,857

自 己 株 式 の 取 得 △688,398

自 己 株 式 の 処 分 10,400

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) △126,322 3,226 △123,095 △123,095

当連結会計年度変動額合計 △126,322 3,226 △123,095 405,142

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 630,153 619 630,772 21,900,003

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

建物及び構築物 10年～50年
機械装置及び運搬具 ４年～10年

連　結　注　記　表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況
・連結子会社の数 ２社
・主要な連結子会社の名称 石原化美（上海）商貿有限公司、キザイ株式会社

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、石原化美（上海）商貿有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作
成にあたっては、同日現在の計算書類を作成し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必
要な調整を行っております。

３．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法によっております。）
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②　棚卸資産
・商品、製品、原材料、仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）
・貯蔵品 最終仕入原価法

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社は定額法によって
おります。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

②　無形固定資産（リース資産除く）
定額法によっております。なお、市場販売目的のソフトウエア、自社利
用のソフトウエアについてはそれぞれ販売可能有効期間（３年）、社内
における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。

⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、実際支給見込額の当
連結会計年度負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、実際支給見込額の当連
結会計年度負担額を計上しております。
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連結注記表

　　退職給付に係る会計処理の方法 当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費
用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、当社は退職給付制度として確定給付企業年金制度を設けて
おり、当連結会計年度末においては年金資産残高が退職給付債務
見込額を上回るため、退職給付に係る資産を計上しております。

有形固定資産の減価償却累計額 7,354,460千円

普通株式 16,308,280株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年 ６月28日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 219,329 14.00 2022年 3月31日 2022年 6月29日
2022年10月31日
取 締 役 会 普 通 株 式 259,292 17.00 2022年 9月30日 2022年12月 1日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年 6月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 257,270 17.00 2023年３月31日 2023年６月29日

(4)　収益及び費用の計上基準
　当社グループは金属表面処理剤及び機器等、電子材料及び自動車用化学製品等の各製品の製造、販
売、工業薬品の商品仕入及び販売を主な事業とし、これらの製品及び商品の販売については顧客に製品
及び商品それぞれを引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内の販売については、出荷
時点で収益を認識しております。
　また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き及び割戻し等を控除した金額で測定し
ております。
　なお、商品の販売のうち、当社グループが代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者
が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識し
ております。

(5)　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

連結貸借対照表に関する注記

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

２．剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額等

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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連結注記表

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
有価証券及び投資有価証券 6,272,388 6,272,388 ―

（単位：千円）
区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
非 上 場 株 式 1,600

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、事業活動を行うために必要な設備投資資金については、原則として自己資金を充当し
ており、資金調達の予定はありません。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な
運転資金については、自己資金を充当しております。
　なお、資金運用においては、発行体の信用リスク、株価・為替の変動リスク、金利変動による債券価格
の変動リスク、カントリーリスク等想定されるリスクについて、十分な検討を行い極力元本にリスクを生
じさせない運用に努め、投機的利益の追求を主たる目的としあるいは営業の利益を害し、経営の遂行に支
障をきたす運用は行わないことを原則としております。また、デリバティブ取引は、原則として行いませ
ん。

⑵　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、外
貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。有価証券及び投資有価証券は、主に余資の運
用目的の債券及び政策保有目的の株式であり、主として市場価格の変動リスクに晒されています。
　営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払い期日であります。

⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って営業部門がリス
ク低減を図っております。また、余資の運用目的の債券に係る信用リスクは、資金運用規程に従い、国
債、地方債及び格付の高い債券を中心に運用しているため僅少であります。
　債券及び株式に係る価格変動リスクは、経理部が毎月、時価を把握し評価するとともに、定期的に発行
体の財務状況を把握して、取締役会に報告しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（単位：千円）

（注１）「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債
務」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので
あることから、記載を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品
の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（注３）デリバティブ取引
デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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連結注記表

区 分 時 価
レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

有価証券及び投資有価証券
株 式 1,388,648 － － 1,388,648
地 方 債 － 4,089,540 － 4,089,540
社 債 － 794,200 － 794,200

報告セグメント
合計金属表面処理

剤及び機器等 電子材料 自動車用
化学製品等 工業薬品

日 本 2,849,279 709,769 3,220,103 5,516,225 12,295,377
台 湾 3,003,014 2,450 312 27,585 3,033,363
中 国 1,748,399 49 234,464 986 1,983,899
そ の 他 2,734,112 115,939 61,180 121,217 3,032,449
顧客との契約から生じる
収 益 10,334,806 828,208 3,516,060 5,666,014 20,345,090
そ の 他 の 収 益 ― ― ― ― ―
外 部 顧 客 へ の 売 上 高 10,334,806 828,208 3,516,060 5,666,014 20,345,090

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
期 首 残 高 28,115
期 末 残 高 8,429

１．１株当たり純資産額 1,447円11銭
２．１株当たり当期純利益 110円32銭

(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　上場株式、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され
ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している地方債及び
社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレ
ベル２の時価に分類しております。

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等の３．会計方針に関する事項の(4)収益及
び費用の計上基準に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含
まれております。
契約負債は以下のとおりであります。

(単位：千円)

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

(自　2022年 4 月 1 日
至　2023年 3 月31日)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利 益
剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越
利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,980,874 2,254,875 38,508 2,293,384 180,076 14,904,706 2,016,504 17,101,287 △683,585 20,691,960

当 期 変 動 額

別途積立金の積立 1,500,000 △ 1,500,000 － －

剰 余 金 の 配 当 △ 478,621 △ 478,621 △ 478,621

当 期 純 利 益 1,755,700 1,755,700 1,755,700

自己株式の取得 △688,398 △688,398

自己株式の処分 1,182 1,182 9,217 10,400
株 主 資 本 以 外
の 項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,182 1,182 － 1,500,000 △ 222,921 1,277,078 △679,180 599,081

当 期 末 残 高 1,980,874 2,254,875 39,691 2,294,566 180,076 16,404,706 1,793,583 18,378,365 △1,362,765 21,291,041

評価・換算差額等

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証
券 評 価
差 額 金

評価・換
算 差 額
等 合 計

当 期 首 残 高 756,475 756,475 21,448,435

当 期 変 動 額

別途積立金の積立 －

剰 余 金 の 配 当 △ 478,621

当 期 純 利 益 1,755,700

自己株式の取得 △ 688,398

自己株式の処分 10,400
株 主 資 本 以 外
の 項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

△ 126,322 △ 126,322 △ 126,322

当 期 変 動 額 合 計 △ 126,322 △ 126,322 472,758

当 期 末 残 高 630,153 630,153 21,921,194

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物及び構築物 10～50年
機械装置及び運搬具 ４～10年

個　別　注　記　表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

⑴　その他有価証券
①　市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法によっております。）
②　市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

⑵　棚卸資産
①　商品、製品、原材料、仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）
②　貯蔵品 最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

⑵　無形固定資産（リース資産除く）
定額法によっております。なお、市場販売目的のソフトウエア、自社利
用のソフトウエアについてはそれぞれ販売可能有効期間（３年）、社内
における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

⑶　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。

３．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、実際支給見込額の当事
業年度負担額を計上しております。

⑶　役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、実際支給見込額の当事業
年度負担額を計上しております。

⑷　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込
額及び年金資産残高に基づき計上しております。なお、当事業年度末にお
いては年金資産残高が退職給付債務見込額を上回るため、前払年金費用を
計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
　当社は金属表面処理剤及び機器等、電子材料及び自動車用化学製品等の各製品の製造、販売、工業薬品
の商品仕入及び販売を主な事業とし、これらの製品及び商品の販売については顧客に製品及び商品それぞ
れを引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内の販売については、出荷時点で収益を認識
しております。
　また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き及び割戻し等を控除した金額で測定して
おります。
　なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する
商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
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個別注記表

１．有形固定資産の減価償却累計額 6,686,883千円

短期金銭債権 179,890千円
短期金銭債務 616千円

売上高 399,956千円
仕入高 2,937千円
その他 37,498千円

普通株式 1,174,708株

繰延税金資産
賞与引当金 60,854千円
未払事業税等 24,876千円
長期未払金（役員退職慰労金） 7,645千円
有価証券評価損 49,399千円
減損損失 52,383千円
関係会社出資金評価損 73,428千円
その他 30,111千円

繰延税金資産小計 298,698千円
評価性引当額 187,564千円

繰延税金資産合計 111,133千円
繰延税金負債

前払年金費用 136,375千円
その他有価証券評価差額金 226,616千円
その他 8,286千円

繰延税金負債合計 371,279千円
繰延税金負債の純額 260,145千円

法定実効税率 30.6％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％
住民税均等割等 0.2％
税額控除 △3.0％
その他 0.6％

合計 28.8％

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。

貸借対照表に関する注記

２．関係会社に対する金銭債権、債務

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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個別注記表

種 類 会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合（％）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高

( 千 円 )

子会社
石 原 化 美
（ 上 海 ）
商 貿 有 限
公司

所有
直接100％

当社製品の販売
役員の兼任

製品の販売
（注） 399,956 売 掛 金 179,890

１．１株当たり純資産額 1,448円51銭
２．１株当たり当期純利益 114円96銭

関連当事者との取引に関する注記
関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
 (注) 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っている。

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に
同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結会計監査報告

2023年５月10日

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人トーマツ
　 神 戸 事 務 所

指 定 有 限 責 任 社 員
業務執行社員 公認会計士 千 原 徹 也
指 定 有 限 責 任 社 員
業務執行社員 公認会計士 村 上 育 史

独立監査人の監査報告書

石原ケミカル株式会社

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、石原ケミカル株式会社の2022年４月
１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、石原ケミカル株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

－ 13 －
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び
実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

2023年５月10日

取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人トーマツ
　 神 戸 事 務 所
指 定 有 限 責 任 社 員
業務執行社員 公認会計士 千 原 徹 也
指 定 有 限 責 任 社 員
業務執行社員 公認会計士 村 上 育 史

独立監査人の監査報告書

石原ケミカル株式会社

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、石原ケミカル株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第85期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

会計監査人の監査報告書
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会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第85期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、審議の結果、監査役全員の一
致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定めた監査計画を策定し、各監査役からの監査
の実施状況及び結果について審議を行ったほか、取締役及び会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画等に準拠し、代表取締役及び取
締役会等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、以下の方
法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、面談又はウエブ会
議等の手法を活用し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社についても往査又はウエブ会議により、取締役及び使用人等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け必
要に応じて説明を求め、内部監査室による各部署に対する内部統制モニタリングに立会
い、意見を表明いたしました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同３号ロの各
取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について確
認し意見を表明しました。
④会計監査人が独立・中立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から｢職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（2021年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

監査役会の監査報告書
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必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしまし
た。

２．　監査の結果
⑴ 事業報告の監査結果
①事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。
④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
る基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会
社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の
株主共同の利益を損なうものでなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも
のではないと認めます。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月15日
石原ケミカル株式会社　監査役会
常勤監査役 山 下 隆 史 ㊞
社外監査役 永 野 卓 美 ㊞
社外監査役 芝 池 　 勉 ㊞
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